


台湾や中国に出かけると、日式とか日本食堂、日本料理、回転寿司、ラー
メンの店などをよく見かけると思います。中国、台湾、韓国では、日本の料
理が割とポピュラーになっているなという体験をされるかと思います。中国・
韓国では、デパ地下に行きますと高級食材を売っています。そういう高級
スーパーマーケットに行けば、日本の食材もたくさん目にされると思います。
そうすると、日本の農産品というものも相当出回っているなという経験をされ
るかと思います。これが現在の状況です。

レジュメでは、富裕層が増えていると解説しています 。かかる国々の富裕
層の内実もご報告いたします。



5年ほど前に起こった問題で、青森事件と讃岐事件があります。

中国における青森事件ですが、中国のかたが「青森」という表記の商標に
ついて、商標権を5つの区分各々で認めますよと、中国商標局の官報に掲
載されてしまったという例です。これに対し、青森県の農林水産団体は24
ありますが、24がすべてそろって異議申立てをして、5年間かかってやっと
申立てを認めてもらったという事件です。申立てが認められないということ
になりますと、「青森」という漢字表記について、中国で青森産の本来の日
本産品に付した場合、中国人の商標権の侵害になる、使えないだけでなく、
工商行政管理局が乗り込んできて、レイドと称して物品を押さえてしまう、
破棄してしまうという対象になってしまうという事件です。

台湾における讃岐事件は、台湾のかたが「讃岐」について、うどん麺などが
含まれる商品分類で商標権を取得してしまったという例です。





日本国内における都道府県名と旧国名や地名のブランド力の調査結果で
す。このブランド力の調査は、民間の一つの調査結果にすぎませんが、認
知度、情報接触度、居住意欲、観光意欲、食品や産品の購入意欲、歴史
や学術、芸術、それに先端技術に関係する地名のイメージ度などを総合
評価してランキング化したものです。



日本の商標法というのは、地名は自由に産地のかたに使わせたらどうか、
そういった自由競争というのを地名について、つまり個人が独占権という商
標権を取得できるという対象にせずに、地名のネームバリューを自由使用
によって高めてもらえばいいという考えです。ところが、一方パリ条約、わた
したちが商標とか特許の保護を国際的に図るために一番古い、一番基本
となる条約というのが1883年にできていますが、このパリ条約の考えは日本
の考えと違って、ボルドー、シャンパーニュというような地名を地名産品とし
てとり扱う人以外の人に無断で使用された場合、輸入規制をかけてもよろ
しい、国内とか、輸入の時点での差し押えを認めなさいという強制的な規
定で、指導しています。これが、日本と国際的な条約の考え方の食い違うと
ころだろうと思います。ここで皆さんに、ご理解いただきたいのは、まず、日
本の商標法というものの制度設計がどうなっているかの再確認をしていた
だくことに加え、中国とか台湾の商標法というのは、日本の地名表記につ
いて、どういう法律的な手当、や運用をしているかということです。



地名ブランドをどういうふうに育成し、浸透させるかという方法ですが、これ
は、いかようにでも手段はあるかと思います。こだわり、あるいは付加価値と
いうものをどういうふうにつけたらいいかということを、産品であれば、品種
であるとか、作り方であるとか、地域性、歴史、情報、パッケージのデザイン
といった側面で、知恵を出され、宣伝されるということが、必要ではないかと
思います。やはり地方産品を全国水準に引き上げるには、情報の発信も幅
広くしていただくというのが必要です。付加価値というのは、いうまでもなく
希少性、ストーリー性、話題性を提供することであります。



農産品については、国際条約の中に商品やサービスの分類に関するニー
ス協定というのがあって、この中に、具体的な区分を挙げています。農産品
に対する区分というのは、大きく分けて５つあります。29類、これは食肉など
が含まれる区分、30類、茶・お菓子・米などが含まれる区分、31類、鮮魚・
果物・野菜などが含まれる区分、32類、ビールやソフト飲料などが含まれる
区分、33類、お酒が含まれる区分、この５つの区分を念頭に置いて、商標
権の取得をしていただくことが必要になります。



日本の商標法で、地名の扱いは、3つのポイントをご理解いただく必要があ
ります。まず、商標はどういう条件を充足していたら登録になるかという商標
の登録要件がひとつです。それから、そういう地名が含まれた商標権が他
人に取得された場合、商標権ということで、一方的に地名表記が使えなく
なるのかという点です。これは、調整規定がありますというのが２つ目です。
もうひとつは、地名を商標権の出願より前に使い始めており、ある程度、地
名として認知されている、周知になっているといった場合には、その地名表
記を継続して使える、これを先使用権といいます。こういう先使用権の規定
が32条に置かれている、これが３つ目のポイントです。



この商標の構成は、「北京」という文字があって、北京の繁華街「王府井」と
いう表記があり何か図形がくっついている、このような文字と図形の結合し
た登録商標です。「北京」という文字は、私ども需要者は中国の首都だなと
理解します。そうしますと、その下に30類と書かれている中の商品も、中国
産以外のものであれば、「北京」という文字が書いてあることから勘違いして
しまうので、中国産に限定しなさいというのが、日本の特許庁の審査運用で
す。



家具という商品について「上海」という商標の登録例です。その登録商標の
構成は、アルファベットと漢字であり、表現が変わった形で書かれている漢
字です。これは、先ほど普通に用いられる方法ではないといった場合には、
商標の登録を受けられるとご説明しましたが、漢字が、ここまで変容してい
る形であれば、これは全体として他人のマークと区別できることから、登録
が認められたものです。



「落陽」という漢字表記について、指定商品お酒について、登録が認めら
れた例です。この「落陽」というのは、中国の河南省の都市の名前ですが、
一般の日本の需要者というのは、都市の名称と認識するよりは、夕日が落
ちたというような情景を理解する漢字である、こういう理由で、一般の需要
者が地名というふうに認識しないということで登録が認められたものです。



これは中国の広東省、イギリスの租借地内にある都市の名称ですが、これ
も文房具と関係ない、商品との関係性を直感させないという理由で、登録
を認めたと考えられます。この登録番号が40万台ですから、昭和20年代の
後半くらいの登録で、昔の登録として認められたと想像できます。現在は、
「九龍」というのは、やはり広東省の都市の名称だと需要者が理解できると
いうことで、これは、登録が認められないという結論が大半だろうと思います。



日本の場合には、品種の登録については、農水大臣のほうに種苗法に基
づいて申請しなさいとなっています。そして、果物については、独占使用が
25年、米については30年認めますとなっています。こういった種苗法に基
づいた保護期間というのが経過した後には、商標の登録は認めずに、その
産品の一般の名称として使いなさいとなっています。この種苗法で登録を
受けた「佐賀ほのか」について、佐賀県は申請を台湾、香港、中国で行っ
たわけです。台湾と香港では無事登録を受けることができましたが、中国に
ついては、残念ながら他人の権利が既にありますということで、商標局の判
断では登録が認められませんでした。不服申し立ての場合には、拒絶査
定を受け取ってから15日という短い期間になりますが、商標評審委員会と
いうところに、不服申し立てができます。ここで現在、事件が継続していると
いう状況です。



これらのコピーは、通達商標サービスセンターのデータベースから取ったも
のです。佐賀県は、「佐賀穂香」という漢字の名称で、中国で申請しました。
既に、下２つの「佐賀」と「穂香」と読める他人の先行商標権があったわけで
す。これについて、現在係争をしている状況です。



中国は日本と全く違って、非常に画一的な登録要件の文言を置いていま
す。次のような内容です。ひとつは、県クラス以上の行政区画の地理的名
称、これは商標の登録を認めないという規定です。問題は、「または公衆に
知られた外国の地理的名称は商標としてはならない」と規定されているとこ
ろです。

外国の有名な地理的名称というふうに、結果としては中国の公衆が、その
出願の時知っていたかどうかを立証するということが、商標権を中国で取得
されてしまった地理的名称については必要となります。これが、日本にとっ
ては非常に不利で、中国中心の登録要件を規定している内容となってい
ます。

また、日本と違って指定商品との関連は見ません。日本のように「のみ」と
いう規定はなく、適用は画一的だということです。

また、権利の効力が及ばない範囲についての規定も、形の上では、中国
は置いています。ところが、地名として自由に使える範囲は極めて限定的と
いうふうに、この文言から考えられます。厳格に適用されてしまうと、中国の
人が地名と認識しなければ、商標の登録をどんどんとられてしまう、それか
ら地名について商標権をとられてしまって、日本の本家本元が地名として
使うといった場合には、地名として使うということで使えるのではなくて、正
当な利用であるということを具体的に立証しないと使えないということになっ
ています。



中国の公衆が、外国の有名な地名だと認識するものは、「東京」、「北海
道」、「神戸」、「長野」、「札幌」、「名古屋」といったものです。中国の商標
審査官によって考え方が分かれるのは、「広島」、「奈良」です。以下、公衆
には知られていないので、一方的に中国企業に商標権が取得されてしまう
日本の地名が、「宮城」、「鹿児島」、「熊本」、「佐賀」、「千葉」、「神奈川」、
「仙台」、「岩手」といったものです。



図形と「東京」「TOKYO」が結合しているもの、これは19類、プラスチック製
の建築専用材料などの区分については、やはり外国とはいえ中国でも地
名と認識するからだめですという判断です。

「神戸」が29類、食肉の区分、「神戸屋」も29類の区分で、商標登録はだめ
ですといわれており、ここは納得できるところです。



「神戸」については、9類、産業機械の区分の例ですが、これについても外
国の地名と中国のかたに認識されることからだめです。それから「長野」、
その下の牛が走っているような図形に「長野」と書かれているものも、日本
の地名だと認識されて、登録が認められていません。



「名古屋」についても、43類、レストラン業などのサービスを含む区分、3類、
洗剤とか化粧品の区分、2類、塗料の区分などで、登録を認められていな
いという状況です。



図形と「広島」が結合されたもの、これは25類の衣類などが含まれる区分で
すが、これについては拒絶になっており納得できるかと思います。

「奈良漬」についても、29類の食肉について拒絶になっています。



「宮城」については、30類で、お茶、菓子、米について、既に申請されてい
ます。すると、宮城米というものを中国に売りに行く場合には、この申請が
商標登録されてしまいますと、これは商標権の侵害で「宮城」という表記の
削除が求められてしまう事態が想定されます。「宮城」は31類、魚・果実・野
菜の区分でも官報に掲載されてしまっています。「鹿児島」は35類、広告宣
伝というサービスの区分ですが、これについて公報に掲載され、現在係争
中という状況です。



「熊本」は、33類のお酒について中国企業に登録されてしまっています。

「佐賀」は12類、乗り物の区分で登録されてしまっています。

「佐賀」は、31類、果物、野菜の区分で登録されています。



「佐賀」とか「千葉」というのも各々の食品区分について中国企業によって
登録されています 。



「神奈川」は11類、電気機械器具の区分で、「仙台」「岩手」については29
類の食肉の区分について、既に中国において、中国企業が権利取得して
しまっているという状況です。



日本の事業団のかたが、積極的に中国で申請し権利固めされているのが、
「岐阜」「会津」です。「岐阜」は、25類、衣服・履物の関係で権利取得して
いますし、「会津」についてもお酒のたぐいで権利取得されているという状
況です。したがって、結論から言えば、中国では地名であったら画一的に
登録を認めませんということではなく、中国の公衆が、外国の有名な地名
であると認識して初めて、地名であるという判断をされ、商標登録から外す
という判断になるわけですから、中国企業が商標権を取得してしまっている
と、無効審判などで、そういう条件を果たして、どういう形で立証し、明確に
することができるのかというのが、大きな問題になってきます。



団体商標として、「琉球泡盛」というのが、積極的に権利化を図っている具
体的な事例をご覧いただきます。



台湾では、2008年8月16日に沖縄県酒造組合連合会の名義で出願し、登
録されています。多区分指定を利用して、5類の薬剤、32類のビールや飲
料、33類の日本酒、洋酒、果実酒、そして43類のサービスである飲食物の
提供について権利取得されています。



中国では、「琉球泡盛」と書かれた右のほうにあるように、33類、お酒の区
分で出願されています。



香港でも33というお酒の類で、「琉球泡盛」が団体商標という形で申請され
ています。



団体商標は、例えば、農業協同組合であれば、そういう組合名で権利を取
得します。組合に所属する構成員に、その商標を使わせる形で、取得する
母体と使う人が違うといったものが、団体商標です。したがって、権利の所
有者と使う人が違うわけですから、どういうルールで団体に入れるのか、あ
るいはどういうルールで商標を使えるかを明確にするのが、やや難しいとい
うような制度になります。日本の場合には、中国で地名に関する権利取得
というのは、積極的に団体商標も検討しながら取得していくことが必要とな
ります。



中国の商標制度ですが、まず、管轄の役所、国家工商行政管理総局の商
標局、役人総数60万、そして、中国の最高議決機関は全人代ですが、この
全人代で3020人、代表委員がいますが、この工商行政管理総局は、最大
の行政機関ということもあり、この総局長は、全人代の席次50番くらいです
ので、非常に権限を持っている役所です。この役所の中に商標局というの
が所属しています。この商標局で商標権の取得の審査、それから管理を
行っています。



中国企業が、商標の登録をしてしまったらどうするのかという対応策の確認
です。他人が出願しているのを通達商標サービスセンターのデータで確認
し、トムソンブランディのウオッチングをして分かったという場合、公告後3箇
月の異議の申立期間があります。この3箇月に異議の申立てをしたら、必
ずつぶれるということではなくて、地名であると中国で認定される登録要件
は何か、それを立証できる具体的な資料はあるのかということを検討した上
で、申立理由があるという判断に至った場合には、異議の申立てをしてい
ただくということが肝要です。申立理由とその資料の再検討ということが、非
常に大切になってきます。

中国で商標の登録をされてしまったという場合には、除斥期間という審判
請求をすることができるという期間が5年ありますから、ともかく商標登録か
ら5年以内に請求をしていただくことです。もうひとつは、登録から5年を経
過しているときでも、中国国内で3年間、具体的な商品・サービスについて
使っていないという場合には、商標局に対し、不使用の登録取消請求がで
きます。





台湾の商標法では、2003年に改正法が施行になり、先進的な商標法に
なったわけですが、地名の扱いについては、いささか台湾中心主義の規
定になっています。登録要件は次のように規定されています。「指定商品
の性質、品質または原産地について公衆に誤認を生じさせるおそれがある
ものは、商標の登録を認めません」と書いています。単に、原産地であると
いう認識だけでは不十分であり、加えて、台湾の公衆に誤認を生ずるおそ
れがある、こういったものが地名と認定され、初めて商標の登録を認めない
という結論になるという文言です。そうすると、日本の需要者が地名である、
誤認すると認識するだけでは不十分で、台湾の公衆が、その商標権の出
願の時に、誤認を生ずるかどうか、これを立証していくということですから、
台湾中心の登録要件になっていると理解できます。そうしますと、これもや
はり台湾の企業に商標登録を取られないように、積極的に私どもが取って
いくということが必要です。

それから、先使用権という規定は、同じ30条に、形の上では、日本と同じよ
うに置かれています。ただ、善意の適正な使用については先使用権が発
生するということで、要件がやや誇張されてます。



「青森」と「富山」は、台湾の公衆に原産地について誤認を生じさせるおそ
れがないと審査され、台湾企業に取られてしまっています。



「石川」、「福井」、「宮崎」も登録を認められ、取られてしまっています。



「宮崎」、「香川」、「徳島」も登録を認められ、取られてしまっています。



問題になった「讃岐」についても、42類のコンピューターソフトの設計サー
ビスについて、29類の食肉の分類、30類、これがうどんや麺が含まれる商
品の分類ですが、これについても讃岐は、台湾の公衆に誤認を生じさせる
おそれがないと審査され、既に取られてしまっている状況です。



「佐賀」、「京の都」というのも取られてしまっています。



積極的に日本の公共団体や農業協同組合等々が取得している例もありま
す。「神戸ビーフ」の29類については登録を受けていますし、「佐賀海苔」も
29類、海苔加工水産物が含まれる分類で権利を積極的に取得しています。



台湾の企業に商標権を既に取得されてしまっている、日本の地名を本家
本元が使えない、という状況になってしまっているものがあります。こういう
状況を重く見て、台湾の台北の中に、1971年、商工会議所のようなものが
設立され、現在は420社余りが所属している日本工商会がありますが、この
日本工商会から台湾の特許庁である知的財産局のほうに、これは日本で
広く認識されている現在の地名であるので、商標の登録を認めないように
してもらいたいという陳述書を提出しています。それに対し、台湾の知財局
の陳局長のほうからは、分かりました、積極的に対応しますという回答をも
らっています。ただ、台湾の具体的な審査において、地名認定の一つの資
料にするというようなところまでは、まだ進んでいない状況です。



台湾における商標制度は、先進的な商標制度になっているというご報告を
しましたが、台湾は、1971年の中国の国連復帰により台湾は国連におい
て代表権を失い、国際社会において外交上孤立したこともあり、パリ条約
のような知財の国際条約に未加盟です。台湾は2002年1月1日、中国につ
いで144番目の加盟国としてWTOに加盟しました。



台湾の企業に取得されてしまった商標に対する対応も、制度の上では、中
国と同じような状況です。登録公告に付されますと公告の日から3ヶ月以内
に異議申立てを行うことができ、商標登録の日から5年の除斥期間が経過
する前には一定の事由で無効審判が請求できますし、商標登録から3年
以上に亘って台湾国内での登録商標の使用がなされないときには不使用
取消審判を商標専属責任機関が職権または利害関係人が請求できます。



韓国の商標法における地名の扱いは、これは非常に理解できる十分な規
定を置いていると考えられます。韓国は国威高揚のために知財の保護を
先進国並みにという意識で、制度改正をどんどん行ったこともあり、日本よ
りも制度そのものは、先進的なものを現在は含んでおり、韓国の制度に大
体1～2年遅れて、日本の制度改正が行われるという状況になっています。
地名についても、しっかりした規定を置いています。

まず、登録要件のところの原則規定は日本と同じです。運用も韓国が審査
基準を公表して、日本と同じような運用基準を明示しています。それに加え
て、画一的に判断できるように、「顕著な地理的名称・その略語のみからな
る商標は商標登録を受けることができない」という明確な規定を置いていま
す。そして、この顕著な地理的名称・その略称についても、商標の審査基
準の中で、国家名とか、内外国の首都名、大都市名、広域市や道の名称
等々はこれに含まれると、具体的に明示しています。これで、日本と基本的
に同じような運用、それから日本人が地名として認識するものは、韓国での
登録を阻止できるというような運用を韓国特許庁は行ってくれています。



韓国で、日本の公共団体、農業協同組合等々が漢字で権利取得をされ、
例えば、北海道という漢字だけで権利取得をし、これで十分であると理解さ
れるのは、間違いだと考えられます。北海道と漢字で書かれているところの
2段目、これはハングルで、プクヘドウと発音します。例えば、プクは北のこ
とですが、北京はプクキョンと発音するような形で、ホッカイドウ、ペキンとい
う通例の発音通りには、韓国人は日本の漢字を理解してくれないということ
になります。ちなみに商標の構成の「HOKKAIDO」というアルファベットの
下のハングルが、ホッカイドウと読めるハングルです。このように、韓国の場
合には、日本の漢字について、地名の認定は適切にしてくれるということで
すが、その読み方については、ハングルで補強した権利取得をする必要
があります。



「佐賀海苔 有明海一番」、こういったものも漢字で韓国での権利取得を佐
賀の農業協同組合が行い、現在は、登録決定を受けて、商標の登録番号
が付与されるのを待っている状況です。そうすると、この漢字を韓国人が見
ますと、「佐賀海苔」は、ザハヘテというような発音になります。「有明海一
番」というのも、ユウヘルへイルパンというような発音になり、アリアケカイイ
チバンという発音はしてくれないことになりますから、このアリアケカイイチバ
ンというハングル表記についての権利取得も遺漏なくされるのが注意点に
なります。制度の運用そのものは先進的になっていますが、言語の違い、
地名の認識の違いということも十分理解して、権利取得に遺漏ないようにと
いうのがお願いです。



香港の商標制度を概説します。香港は1997年に中国に返還された後も、
「一国二制度」の政策の下で、中国と別個の独立した商標法令が存在し適
用されます。２００３年４月４日に施行された新商標条例が現行法です。こ
の条例は、１９４４年のイギリス商標法の改正事項に倣ったところが多い法
制です。

まず原則として、従前の使用主義を大きく変更し登録主義、つまり、商標権
の効力は主務官庁である知識産権署、商標登録局の商標権の設定登録
によって発生するとしました。しかし、コモンロー上の適法な先使用者に対
しては、他人が商標権を取得してしまった場合でも一定要件下で善意の同
時使用（Honest concurrent use）を認め、ちょうど日本の先使用権のよう
な権利を認めるなど、使用主義的な色彩を残しています。

地名、つまり商品の原産地等の取り扱いについては次のように新商標条例
では規定されています。商標権として権利付与されるための商標の登録要
件として、識別力のなお商標は絶対的拒絶理由として規定を設けて登録
を認めないことにしています。新商標条例11条1項（ｃ）では、「商取引又は
事業において、商品の原産地等を指定することに資する標識のみで構成
される商標は登録することができない。」と規定しています。加えて、出願さ
れた商標に原産地等がその構成に含まれているときは、その原産地等の
表記につき専用権を放棄、ディスクレームしなさいと規定されています。ま
た、原産地等の表記がその商標の構成に含まれて商標登録された商標権
については、商標権の権利の効力が及びませんよという形で、「登録商標
は、第三者の自己の名称や住所、または営業所の地名、そして、商品・サ
ービスの種類、品質、数量、価格、原産地の地名（geographical origin）
などの使用に対して、商標権の侵害を構成しない。」という規定を置いてい
ます。



第三者の地名商標の出願への対応策としては、その出願中における情報
提供を行う制度を有していませんが、出願公告から３ヶ月以内に異議申立
てを行うことが可能です。この申立期間は、従前のように２ヶ月の延長が認
められなくなっていますので、期間を遵守した申立てを行うことが必要です。
また、第三者の地名商標が登録された後には、香港領域内で登録商標の
使用の実績が３年以上に亘ってないときには何人も不使用の商標登録取
消しを請求することができます。この３年は香港では商標権の設定登録が
行われると、その商標出願の日に商標登録されたものとみなされ存続期間
も出願の日から起算されるのと同様、不使用期間も出願の日から３年が計
算されることになります。この不使用の商標登録取消しの請求は、商標登
録局の登録審査官に請求することもできます。また、加えて、香港高等裁
判所に対して出訴する形での請求も認められています。

香港での商標の審査はたいへん迅速に行われています。出願されて１～
３ヶ月位で方式、実体審査を経て出願公告に付されています。したがいま
して、香港においても新商標条例の下、先願主義が原則とされて、迅速に
出願商標の審査が行われている現状ですから、日本の農産品について産
地名称の使用を確保するうえでも、速やかに必要な産地名称や産地名称
を含んだデザインのシールを各産品の分類で出願され、商標登録を確保
されておかれる必要があるかと思います。








